
 - 1 -

(１１)ＮＰＯへのヒアリング（その 5） 

 

■ ＮＰＯが景観行政に参画する上でのメリット                      

／都市づくりＮＰＯさいたま 

ＮＰＯが景観行政に参画するポイント 

 

● 「都市づくりＮＰＯさいたま」は、行政と市民をつなぐ専門家集団として、都市づくり・

まちづくり活動を展開している。 

● 主な活動内容は、市民の自主的なまちづくり活動に対する専門的な立場での活動支援や都

市づくり・まちづくりに関する情報の発信、地方公共団体との協働による委託調査などを実

施している。 

● ＮＰＯ等が景観行政に参画するためには、参画するＮＰＯ側に対するメリットが必要であ

ると感じている。参画するメリットのひとつは、「活動資金の確保」である。 

 

【取り組みの概要】 

 

① 行政と市民をつなぐ、専門家集団                         

 

○ 「21 世紀の都市づくり・まちづくりは、従来の行政主導型都市計画から市民・企業・

行政の協働による都市づくり・まちづくりに転換するとともに、各都市、各地域が競い

合いつつ独自の取り組みを行って

いくことや、自分たちのまちのこと

を自分たちで考えて行動すること

が重要」と考え、行政と市民の中間

に立った都市づくり・まちづくりの

専門家として、行政からも独立した

主体的、非営利的な活動を行う団体

として活動を展開。 

○ さいたま市およびその周辺地域

で、地域を支える人材の育成、交流

を図るとともに、広く市民、企業、

行政等との連携・協働のもとに、地

域の都市づくり・まちづくりに主体

的かつ継続的に関わっていくこと

を目指している。 

 

 

都市づくりＮＰＯさいたま パンフレット 
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【具体的な取り組み例】 

「上尾都市計画地区計画策定に関わる運営支援」 

○ 上尾市からの依頼により、まちづくり活動を行っている学生のＮＰＯ（任意団体）

と協働で、地区計画策定の運営支援を行った。 

○ 上尾市におけるＮＰＯ法人への業務委託の初事例。 

 

 

【ＮＰＯが景観行政に参画するためのポイント】 

 

② 景観分野におけるＮＰＯの活動の実態                       

 

○ ＮＰＯ等の市民団体は、都市現象に伴って活動を行っている場合が多い。 

○ 景観の形成のために活動を行っているというよりも、活動の中で景観がリンクされる。 

 

③ ＮＰＯが参画するためのメリット                         

 

○ 参画することによるメリットがＮＰＯ側に感じられないと、参画しない。 

○ メリットのひとつは資金面である。地方公共団体からの委託事業であれば、活動資金

を担保できるため、参画できる。 

 

 

【地方公共団体の協力連携のあり方についての知見】 

 

④ 地方公共団体の連携のあり方                           

 

○ 地方公共団体が施策を策定しても、運用するモチベーションがないと動かない。モチ

ベーションを高めることが必要である。モチベーションを高める方法としては、市民や

ＮＰＯ団体からの突き上げや首長の方針、担当者の熱意などが考えられる。 

○ 地方公共団体が必要としていることは「やり方」ではなく「課題解決のプロセス」だ

と思う。先進的な地方公共団体が具体的な個々の問題を解決するときに、どのような団

体とどのような連携を図ったのか、ということが参考になる。 

 


